
・非対面型授業のみ
・学生は自宅・自室で受講LV3_1) 

・全面的な活動停止LV3_2) ・入構禁止LV3_3)

・条件6)付きで、活動実施LV2_2) 

・通常通り実施 ・通常通り実施 ・通常通り実施

授業・実習 課外活動 キャンパス内への入構

・休館

・利用制限LV2_5) 

・通常通り実施

・一定の条件を満たす教育・研究
活動のみ許可LV2_6) 

・通常通り実施

・新潟県外への移動自粛

・通常通り実施

海外留学・旅行図書館の利用 国内移動

レベル３

レベル2

コロナ前の
日常

新潟大学における新型ウイルス感染拡大防止のための行動指針（学生に関わること）
令和５年4月１日からの新潟大学の状況

・対面型授業を基本として実施
・換気の実施
・コロナ後の日常への配慮1) 

・感染防止に配慮した活動を実施2) 
・マスクの着用を求めないことを
基本とする3)

コロナ後の
日常

・コロナ後の日常への配慮4)
・渡航先の入国・行動制限に即す
・コロナ後の日常への配慮5)

・特定地域への移動の自粛

・混雑した電車・バス等では、
マスク着用を推奨6)

レベル３

レベル2

コロナ前の
日常

コロナ後の
日常

コロナ後の日常：マスクを着用する人・しない人が、お互いを尊重し共存するキャンパスライフの実現
1)講師・受講者は必要に応じてマスクを着用する
2)飲食や発声を伴う活動では、換気や会話に注意する
3)発熱等の体調不良者は外出の自粛を推奨する
4) 対面とオンラインそれぞれの利点を活かした学習
環境を提供する。

・不要不急な入構を自粛LV2_3) 

・不必要な入構は自粛LV2_4) 

・全て禁止

・非対面型授業及び対面型授業

・対面型授業を基本として実施LV2_1) 

「コロナ後の日常」
特記事項

5)・必要に応じ基本的な感染対策を実施する：①社会的距離の確保②手指消毒・手洗い③マスク着用
・海外渡航については、所定の学内手続きを完了すること

6) マスクの着用が必要と思われる場面：医療機関を受診する時、重症化リスクの高い方が多く
入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問する時、混雑した電車やバスに乗車する時、
持病がある場合や体調がすぐれない時、換気が不十分な室等空間・密閉空間で会話を行う時 等



レベル3特記事項
LV3_1) 特段の事情がある学生については，職員の管理の下，大学内で受講
LV3_2) Webによる勧誘活動等は可
LV3_3) 特段の事情がある学生については，職員の管理の下，入構する。

レベル2特記事項
LV2_1) ・授業については，対面型授業を基本とし，授業の教育効果及び学生生活の充実を図ることを最優先する。
・Ｇコード（Ｑコード含む。）の授業科目は，講義室収容定員の80％程度の定員とする。
・Ｇコード（Ｑコード含む。）の授業科目で，講義室収容定員の80％程度を越える場合は非対面型授業を基本とする
が，状況等に応じて非対面型授業と対面型授業とを併用して実施するものとする。
・学部長・研究科長等の判断により，非対面型授業を取り入れることで，教育効果が得られると考えられる場合や感
染症対策を講じることが困難な場合は，非対面型授業ないし非対面型授業と対面型授業との併用とすることができる。
LV2_2)団体ごとに感染症対策を作成。対外試合等（県内外）への参加は事前許可制。
LV2_3)教員が認めた授業・研究活動等以外の入構を自粛する
LV2_4)入構する場合は，マスクの着用等感染防止対策に十分配慮する。
LV2_5)必要に応じて図書館利用可能座席数の制限，図書館の一部設備の利用制限，学外者利用を制限する。なお制限
内容は，各キャンパスの状況により中央図書館（五十嵐）と医歯学図書館（旭町）で異なる場合がある。
LV2_6) ・外務省の感染症危険情報がレベル2～3の国・地域で本学が実施する留学プログラムについては，一定の条件
を全て満たす場合に限って特例として許可する。
・外務省の感染症危険情報がレベル1の国・地域における留学プログラムについては，一定の条件を全て満たす場合に
限って許可する。
・教職員の帯同を伴った学生の学会・国際会議への参加及び出席については，一定の条件を全て満たす場合に限って
許可する。
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